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令和８年１月 産業建設委員会行政報告資料 

産     業     部 

 

ビュー・ポートくれ売却等優先交渉権者決定に係る公募型プロポーザルの実施について 

 

ビュー・ポートくれについては，令和７年１１月２７日開会の産業建設委員会において報告をし，そこで頂いた意見を踏まえ，用途を宿 

 泊施設等に限定した上で，土地・建物を売却し，又は土地の長期貸付け及び建物の売却をすることとします。 

ついては，「ビュー・ポートくれ売却等優先交渉権者決定に係る公募型プロポーザル募集要領」の骨子をまとめましたので，報告します。 

今後，この骨子を基に募集要領を作成し，公募型プロポーザル方式により優先交渉権者を決定することとします。 

 

１ ビュー・ポートくれの概要 

(1）施設概要 

土地 所在・地番 呉市中通１丁目 1番１ 

公簿地積 １，５９９．３１ ㎡ 

建物 構造 地下１階，地上１１階鉄筋鉄骨コンクリート造 

実測面積 ６，４００．４３ ㎡ 

開設年月 平成８年４月 

 

 (2）区分所有割合 

区分 面積 割合 

土地 呉市 １，５９９．３１ ㎡ １００．００％ 

建物 呉市 ２，６８８．３３ ㎡ ４２．００％ 

呉海員会館 １，９７８．９８ ㎡ ３０．９２％ 

共有部分 １，７３３．１２ ㎡ ２７．０８％ 
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２ 売却等の方法 

民間事業者がビュー・ポートくれを引き続き宿泊施設等として活用することを前提に，呉市及び一般財団法人呉海員会館（以下「呉海員 

会館」といいます。）が区分所有する建物（構築物を含みます。）は現状有姿のまま売却し，呉市が所有する土地については，売却又は貸 

付けを行います。 

  なお，土地を貸し付ける場合は，貸付期間を３０年間（事業用定期借地権）とします。 

 

３ 売却等の価格 

(1）土地・建物を一括して売却する場合 

土地の最低売却価格：  ８，７００万円 

建物の最低売却価格：  ８，７００万円 

    計    ：１億７，４００万円（建物の消費税及び地方消費税等相当額を除きます。） 

 (2) 土地の貸付け及び建物の売却をする場合 

土地の最低借地料：    ４８７万２，０００円（年間） 

建物の最低売却価格：  ８，７００万円（消費税及び地方消費税等相当額を除きます。） 

(3) 建物売却価格の按分 

建物については，呉市と呉海員会館がそれぞれ区分所有する建物延べ面積の割合に応じて，売却価格を按分します（呉市：呉海員会 

 館＝４２．００：３０．９２）。 

   【参考】建物の最低売却価格（８，７００万円）で売却した場合 

   呉  市  分：８，７００万円×４２．００／７２．９２＝５，０１０万９，７０９円 

   呉海員会館分：８，７００万円×３０．９２／７２．９２＝３，６８９万  ２９１円 

 

４ 補助金の創設 

 (1) 趣旨 

  ビュー・ポートくれの売却に伴い，民間事業者が実施する施設改修等に係る経費の一部を補助することで，ホテル経営の持続性向上及 

び施設の機能の維持・向上を図り，もって呉市のにぎわい創出に資するため，ビュー・ポートくれ機能維持・向上事業補助金（以下「補 

助金」といいます。）を予算の範囲内で交付します。 

 (2) 補助対象者 
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   次に掲げる条件のいずれにも該当する者とします。 

  ア ビュー・ポートくれ売却等優先交渉権者決定に係る公募型プロポーザルにより選定された者であること。 

イ 建物の売買契約締結後１年以内に施設改修等に着工するとともに，着手した日から原則３年を経過する日までに施設改修等を行った 

 施設の操業を開始すること。 

ウ 市税を滞納していないこと。 

エ 呉市暴力団排除条例（平成２４年呉市条例第１号）第２条第１号，第２号又は第３号に規定する暴力団，暴力団員又は暴力団員等に 

該当しないこと。 

 (3) 補助金の対象となる経費 

   補助金の対象となる経費は，民間事業者が実施する施設改修等に係る経費から公租公課を除いた額（以下「補助対象経費」といいま 

す。）とします。 

   ただし，施設改修等に係る経費は，施設の機能維持・向上に資するもの（主に客室の増室，空調改修，外壁改修工事等）に限ります。 

   なお，施設を解体し，新たな宿泊施設等を建設する場合は，補助対象外とします。 

 (4) 補助金の額 

   補助金の額は，補助対象経費に２分の１を乗じて得た額とし，その額に１，０００円未満の端数がある場合は，切り捨てるものとしま 

  す。補助金の限度額は，６億円とします。 

 (5) 補助金の不交付決定及び交付決定の取消し 

   市長は，補助対象者が次のいずれかに該当するときは，補助金を不交付とし，又は決定した交付を取り消すものとします。 

ア 偽りその他の不正な手段により補助金の交付等を申請したとき。 

イ 偽りその他の不正な手段により補助金の交付決定等を受けたとき。 

ウ 補助金の交付決定等の内容に違反したとき。 

  エ 呉市補助金等交付規則（昭和６３年呉市規則第２４号）などの定めに違反したとき。 

  オ 補助対象事業により操業開始した施設を操業開始日から１０年を経過する日までの間に休止し，又は廃止したとき。 

 

５ 公募型プロポーザルの概要 

(1) 参加申込資格等 

参加申込者は，市税の滞納がないなどの一定の要件を満たすとともに，自らがビュー・ポートくれを宿泊施設等として整備・活用がで 

きること及び国内にて同規模以上のホテル事業の運営実績を５年以上有する事業者であり，かつ，宿泊事業を１０年以上継続して行う事 
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業者とします。 

また，企画提案した事業を実施できる十分な資力，経営能力及び社会的信用を有する法人又は複数の法人により構成される共同事業者 

とします。 

  (2) プレゼンテーション及びヒアリングの実施 

   提出された企画提案書等に基づき，プレゼンテーション及びヒアリングを実施します。 

  (3) 優先交渉権者の決定等 

ア 優先交渉権者の決定 

プレゼンテーション及びヒアリングの内容等について，呉市が今後設置する選定委員会で総合的に評価し，評価点が最も高かった参 

加者を優先交渉権者，次点を次点交渉権者として決定します。 

     参加者が１者でも評価を行うこととし，参加者数に関係なく，「優先交渉権者なし」とする場合もあります。 

イ 評価 

(ｱ) 評価項目・配点は次のとおり１５０点満点で評価し，９０点（６割）を下回る場合には失格とします。 

   （評価項目・配点） 

評価項目 評価内容及び評価ポイント 満点 ｳｴｲﾄ 配点 

①基本事項・

活用内容 

・募集要領に即した内容となっているか。 

・宿泊機能の維持向上が図られている内容か。 

・前提となっている観光拠点等としての活用に合致しているか。 

５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

×２ １０ 

②事業計画・

資金計画 

・事業計画の事業内容及び事業スケジュールは実現可能なものか。 

・財務状況は健全で，持続的かつ安定的に施設を運営できる財政基盤であるか。 

・事業を実施するに当たっての資金計画や投資計画は信頼できるか。 

×４ ２０ 

③集客性 ・呉市内・市外からの集客を期待できるか。 

・利用者の増加につながるか（客室の増加など）。 

・将来的にも持続した集客性はあるか。 

×５ ２５ 

④地域への経

済的波及効

果 

・呉市の地域経済への波及効果はあるか。 

・従業者やその家族による消費拡大などの間接的な呉市の地域経済への波及効果はあるか。 

・施設改修や建設，敷地整備等による呉市の建設・土木業者等への波及効果はあるか。 

×５ ２５ 
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(ｲ) 評価点については，全委員の評価点の合計を全委員の数で除した値（小数点第２位以下切捨て）とします。 

(ｳ) 評価点が最も高い参加者が複数あった場合は，「③集客性」，「④地域への経済的波及効果」，「⑤雇用計画」及び「⑦提案価 

格」の合計点が最も高い参加者を優先交渉権者とします。 

(4) 評価結果 

    評価結果については，令和８年６月中旬頃に全参加者に書面で通知します。 

    また，優先交渉権者については，事業者名及び評価点を，次点交渉権者については，評価点を呉市のホームページで公表します。 

(5) 優先交渉権者との協定の締結 

呉市，呉海員会館及び優先交渉権者は，ビュー・ポートくれの売買，貸付けその他必要な事項について，３者の意思を確認するため， 

協定を締結し，呉市及び呉海員会館は優先交渉権者を活用事業者として決定します。 

なお，協定の内容については，３者で調整し，決定することとします。 

 

６ 契約の締結等 

(1) 売買契約の締結 

呉市及び呉海員会館と活用事業者とは，協定等に基づき，売買契約に関する条件等の調整を行った上で，それぞれビュー・ポートく 

れの売買に関する仮契約を締結します。 

 ・下請や原材料の調達，施設の清掃等役務の調達，食材の調達等による呉市の事業者への波

及効果はあるか。 

・地域の経済団体，行政等との連携協力関係を築けるか。 

 

 

  

⑤雇用計画 ・現在のビュー・ポートくれの従業員の雇用継続に配慮しているか。 

・施設の運営に必要な人員を確保できるか。 

・安定した雇用につながるか。 

・新たな雇用創出につながるか。 

×５ ２５ 

⑥市内施設と

の連携 

・呉市内の他の観光施設等との連携を視野に入れているか。 

・市内観光客の回遊性向上につながるか。 

×４ ２０ 

⑦提案価格 ・売却又は貸付けの基準価格からの上乗せ額 

・補助金の必要額 

×５ ２５ 

合計    １５０ 



 

 

- 6 - 

 

 

 呉市は，予定価格２，０００万円以上の不動産の売払い（土地については，１件５，０００平方メートル以上のものに限ります。）に 

ついては，呉市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年呉市条例第５号）第３条の規定により，呉 

市議会の議決が必要です。このため，仮契約の内容をビュー・ポートくれに係る財産処分議案の議決が得られた場合に，本契約としての 

効力が生じるものとします。 

呉海員会館は，一般財団法人呉海員会館定款に基づき，財産の処分について理事会及び評議員会の決議が必要です。ビュー・ポート 

くれホテルに係る財産処分議案を理事会及び評議員会に提出し，決議が得られた場合に，本契約としての効力が生じるものとします。 

(2) 土地の賃貸借契約の締結 

土地の貸付けをする場合，呉市と建物の活用事業者とは，協定等に基づき，貸付けに関する条件等の調整を行った上で，ビュー・ポー 

トくれの土地に係る事業用定期借地権設定契約を締結します。 

 

７ スケジュール（予定） 

項 目 日 程 

１ 参加募集の公告（募集要領の配布期間） 令和８年４月１日（水）から同年６月１日（月）まで 

２ 現場説明 令和８年４月１７日（金） 

３ 質問受付 令和８年４月２０日（月）から同月３０日（木）まで 

４ 質問に対する回答 令和８年５月１３日（水）まで 

５ 参加資格申込書及び企画提案書の提出期間 令和８年５月１８日（月）から同年６月３日（水）まで 

６ 参加資格確認結果の通知 令和８年６月５日（金） 

７ プレゼンテーション及びヒアリング 令和８年６月上旬頃 

８ 審査結果の通知・公表（優先交渉権者の決定） 令和８年６月中旬頃 

９ 協定の締結 令和８年６月下旬頃 

10 売買仮契約の締結 令和８年１０月頃 

11 財産処分議案提出（令和８年１２月定例会） 令和８年１２月 

12 本契約の効力発生（議案が議決された場合） 令和８年１２月 

13 売買代金の支払（引渡し） 令和９年４月 

 


